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令和 5年 9月 29日

各  位

大井町 生活環境課長

既設管撤去工事のお知 らせ

日頃から町の水道事業に御理解 と御協力を賜 り誠にありがとうございます。

このたび、次のとお り既設管撤去工事を実施することになりました。

工事期間中は、何かと御迷惑をおかけすることと存 じますが、御協力の程よろ

しくお願い申し上げます。

なお、工事についてお気付きの点がございましたら、施工業者または担当課まで

御連絡 ください。

事 名
１

　

２

工

場

令和 5年度 既設管撤去工事  
・

大井町 金子 (吉原 。坊村 。市場)地内

(裏面位置図を御参照ください)

令和 5年 10月 上旬から令和 5年 10月 下旬まで

既設水道管を撤去 します。

午前 9時 00分から午後 5時 00分 まで

車両通行止めとなります。

・規制する場合は事前に看板等でお知 らせ します。

・交通規制を行 う際は交通誘導員を配置 します。

有限会社 矢口水道工業 取締役 矢口 城二

開成町延沢 45番地 (担 当 :矢 口)

電話 :82-2656

生活環境課 (担 当 :倉橋 )

電話 :85-5011(直通 )

所

3.工事期間

4.工 事内容

5.作業時間

6.交通規制

7.施工業者

8.担 当 課
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